
（４）授業料、入学料その他の大学等が徴収する費用（長崎短期大学学則より抜粋） 

 

① 学科 

【検定料等の金額】 

第３４条 本学の検定料、入学金、授業料等の金額は、次のとおりとする。 

 

納付金の種別 金額 備考 

検定料 

入学金 

授業料 

教育充実費 

施設拡充費 

27,000 円 

210,000 円 

680,000 円 

130,000 円 

80,000 円 

入学出願時 

入学時 

年額 

年額 

年額 

                   

 

【授業料等の納付】 

  第３５条 授業料、教育充実費及び施設拡充費は、年額の２分の１ずつを、２期に 

分けて納付しなければならない。納期は、学期の始めとする。 

２ 特別の事情があると認められる者は、延納を認めることがある。 

 

② 専攻科 

第６０条 専攻科の検定料、入学金、授業料等の金額は次のとおりとする。 

授業料等の納期は、第３５条の規定を準用する。 

 

納付金の種別 金額 備考 

検定料 

入学金 

授業料 

教育充実費 

施設拡充費 

27,000 円 

100,000 円 

490,000 円 

130,000 円 

80,000 円 

入学出願時 

入学時 

年額 

年額 

年額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


